
昭
和
二
十
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号

母
体
保
護
法
施
行
規
則

優
生
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
厚
生
省
令
第

三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
章
　
不
妊
手
術

（
不
妊
手
術
の
術
式
）

第
一
条
　
母
体
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
妊
手
術
は
、
次
に
掲
げ
る
術

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
精
管
切
除
結
さ
つ
法
（
精
管
を
陰
の
う
根
部
で
精

索
か
ら
は
く
離
し
て
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
を

切
除
し
、
各
断
端
を
焼
し
や
く
し
、
結
さ
つ
す
る
も

の
を
い
う
。
）

二
　
精
管
離
断
変
位
法
（
精
管
を
陰
の
う
根
部
で
精
索

か
ら
は
く
離
し
て
切
断
し
、
各
断
端
を
結
さ
つ
し
て

か
ら
変
位
固
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

三
　
卵
管
圧
ざ
結
さ
つ
法
（
卵
管
の
中
央
を
引
き
上

げ
、
直
角
又
は
鋭
角
に
屈
曲
さ
せ
て
、
そ
の
両
脚
を

圧
ざ
か
ん
子
で
圧
ざ
し
、
結
さ
つ
す
る
も
の
を
い

う
。
）

四
　
卵
管
角
け
い
状
切
除
法
（
卵
管
を
結
さ
つ
し
て
切

断
し
、
卵
管
間
質
部
を
け
い
状
に
切
除
し
、
残
存
の

卵
管
断
端
結
さ
つ
部
を
し
よ
う
膜
で
覆
い
縫
合
す
る

も
の
を
い
う
。
）

五
　
卵
管
切
断
法
（
卵
管
を
結
さ
つ
し
、
切
断
す
る
も

の
を
い
う
。
）

六
　
卵
管
切
除
法
（
卵
管
及
び
卵
管
間
膜
を
結
さ
つ
し

て
切
断
し
、
卵
管
の
一
部
又
は
全
部
を
除
去
す
る
も

の
を
い
う
。
）

七
　
卵
管
焼
し
や
く
法
（
卵
管
を
電
気
メ
ス
、
レ
ー
ザ

ー
メ
ス
、
薬
剤
等
で
焼
し
や
く
し
、
閉
鎖
さ
せ
る
も

の
を
い
う
。
）

八
　
卵
管
変
位
法
（
卵
管
を
骨
盤
腹
膜
外
に
移
動
さ

せ
、
固
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

九
　
卵
管
閉
塞
法
（
卵
管
又
は
卵
管
内
く
う
を
器
具
、

薬
剤
等
に
よ
り
閉
塞
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
）

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
　
削
除

第
二
章
　
母
性
保
護

（
指
定
医
師
の
標
識
の
交
付
）

第
八
条
　
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た

公
益
社
団
法
人
た
る
医
師
会
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
医
師
を
指
定
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式

第
七
号
に
よ
る
標
識
を
そ
の
医
師
に
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
九
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
を

住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
の
免
許
証
の
写
又

は
こ
れ
に
代
る
べ
き
書
面

二
　
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事

の
認
定
す
る
講
習
（
以
下
「
認
定
講
習
」
と
い
う
。
）

を
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
指
定
証
及
び
標
識
）

第
十
条
　
母
体
保
護
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
被
指
定
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
交
付
す
る
指
定
証
及
び
標
識
の
様
式
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
九
号
及
び
第
十
号
と
す
る
。

（
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条
　
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
名
簿
に
記
載
す

べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
指
定
証
番
号
及
び
指
定
年
月
日

二
　
本
籍
及
び
住
所

三
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
助
産
師
、
保
健
師
、
看
護
師
の
別

五
　
認
定
講
習
の
名
称
及
び
終
了
年
月
日

六
　
指
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
旨
並
び
に
そ
の
事
由
及
び
年
月
日

七
　
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ

の
事
由
及
び
年
月
日

（
指
定
証
の
訂
正
）

第
十
二
条
　
被
指
定
者
は
、
本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た

と
き
は
、
指
定
証
及
び
戸
籍
抄
本
を
添
え
、
三
十
日
以

内
に
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
指
定
証
の
訂
正
を
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条
　
被
指
定
者
が
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十

日
以
内
に
新
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
新
旧
の
住
所

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
住
所
を
変
更
し
た
被
指
定
者
に
関
す
る
部
分
の
写

を
送
付
し
た
と
き
は
、
令
第
二
条
に
規
定
す
る
名
簿
か

ら
当
該
部
分
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
証
及
び
標
識
の
再
交
付
）

第
十
四
条
　
被
指
定
者
は
、
指
定
証
を
損
傷
し
、
又
は
亡

失
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
記
し
、
損
傷
し
た
と
き
は
そ

の
指
定
証
を
添
え
、
三
十
日
以
内
に
住
所
地
の
都
道
府

県
知
事
に
指
定
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
標
識
の
交
付
を
受

け
た
者
は
、
標
識
を
損
傷
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は

そ
の
旨
を
記
し
、
損
傷
し
た
と
き
は
そ
の
標
識
を
添

え
、
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
標
識
の
再
交
付
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
指
定
証
又
は
標
識
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
亡
失
し

た
指
定
証
又
は
標
識
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定

証
又
は
そ
の
標
識
を
五
日
以
内
に
住
所
地
の
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
取
消
）

第
十
五
条
　
被
指
定
者
は
、
指
定
の
取
消
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
証
を
添
え
、
文
書
に
よ
り
住

所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
被
指
定
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
そヽ
うヽ
宣
告
を
受
け
た

と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十

四
号
）
に
よ
る
死
亡
又
は
失
そヽ
うヽ
の
届
出
義
務
者
は
、

三
十
日
以
内
に
指
定
証
を
添
え
、
文
書
に
よ
り
住
所
地

の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
被
指
定
者
が
標
識
の
交
付

を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
標
識
を
あ
わ
せ
て

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
申
請
又
は
第
二
項
の
届
出
を
受
け
た
都
道

府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
又
は
法
第
三
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
被
指

定
者
の
名
簿
か
ら
そ
の
記
載
事
項
を
ま
つ
消
す
る
も
の

と
す
る
。

６
　
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り

消
さ
れ
た
者
は
、
十
日
以
内
に
指
定
証
を
都
道
府
県
知

事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
者
が
標
識
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
標
識
を
あ
わ
せ
て
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
認
定
の
申
請
）

第
十
六
条
　
認
定
講
習
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
実
施
地
の
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
履
歴
（
実
施
者
が
法

人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
定
款
又

は
寄
附
行
為
）

二
　
講
習
の
名
称

三
　
実
施
の
場
所

四
　
使
用
施
設
の
概
要

五
　
期
間
及
び
日
程

六
　
受
講
者
の
受
講
資
格
及
び
定
員

七
　
各
授
業
科
目
の
時
間
数

八
　
講
師
の
氏
名
、
履
歴
及
び
担
当
科
目

九
　
教
授
用
及
び
実
習
用
の
器
具
、
模
型
そ
の
他
の
教

材
の
目
録

十
　
成
績
審
査
の
方
法

十
一
　
経
理
に
関
す
る
事
項

十
二
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

（
認
定
講
習
の
認
定
基
準
）

第
十
七
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
講
習

の
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
受
講
資
格
は
、
助
産
師
、
保
健
師
若
し
く
は
看
護

師
又
は
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る

学
校
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
助
産
師
養
成
所

（
こ
れ
ら
の
者
が
認
定
講
習
の
実
施
者
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）
に
在
学
し
、
助
産
師
と
し
て
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
講
習
の
科
目
及
び
時
間
数
は
、
別
表
に
定
め
る
も

の
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
受
講
者
の
定
員
は
、
各
学
級
に
つ
き
十
人
以
上
三

十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
講
習
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

五
　
運
営
の
方
法
が
適
正
で
あ
る
こ
と
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
八
条
　
認
定
講
習
の
実
施
者
は
、
第
十
六
条
第
二
号

か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た

と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
認
定
を
し
た
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
講
習
の
終
了
を
証
す
る
書
面
の
交
付
）

第
十
九
条
　
認
定
講
習
の
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
に

お
け
る
各
授
業
科
目
の
課
程
を
終
了
し
、
且
つ
、
成
績

審
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
、
認
定
講
習
を
終
了
し

た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
条
　
削
除

第
三
章
　
削
除

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
　
削
除

第
四
章
　
雑
則

（
法
第
二
十
五
条
の
届
出
）

第
二
十
七
条
　
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第

一
項
に
関
す
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る

報
告
書
に
よ
り
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
関
す
る
届
出

は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
健
所
長
の
経
由
）

第
二
十
八
条
　
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
第
九
条
、

1



第
十
二
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

十
五
条
第
一
項
の
申
請
、
第
十
四
条
第
三
項
の
提
出
並

び
に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
届
出

と
す
る
。

２
　
令
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

申
請
及
び
届
出
は
、
第
十
六
条
の
申
請
及
び
第
十
八
条

の
届
出
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
九
条
　
第
九
条
に
規
定
す
る
別
記
様
式
第
八
号
に

よ
る
申
請
書
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る

報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
等
の

各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。
）
並
び
に
申
請
者
又
は
報
告
者
の

氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ

の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
三
十
条
　
前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
又
は
報
告
者
の
氏
名

二
　
申
請
年
月
日
又
は
報
告
年
月
日

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
一
月
五
日
厚
生
省
令

第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

八
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第

三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省

令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
二
月
四
日
厚
生
省
令

第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
厚
生
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省

令
第
五
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
省

令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
六
日
厚
生
省
令

第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第

一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ

れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て

改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
省
令

第
五
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
様

式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
四
日
厚
生
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
精
神
保
健
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
一
六
日
厚
生
省
令
第

三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
六
日
厚
生
省
令
第
五

四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る

標
識
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
七
号

に
よ
る
標
識
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る

指
定
証
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
九

号
に
よ
る
指
定
証
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令

第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
母
体
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条
　
整
備
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例

社
団
法
人
た
る
医
師
会
は
、
母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
医
師
を
指
定
し
た
と
き
は
、
第
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
標
識
を
そ
の

医
師
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る

標
識
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
標
識
は
、
第

六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
七
号
に
よ

る
標
識
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
令
第

四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
八
六
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
　
削
除

別
記
様
式
第
七
号
（
第
八
条
関
係
）

別記様式第七号(第八条関係) 

    
105mm 

  

    

    

母 体 保 護 法 指 定 医 師 

55mm 公 益 社 団 法 人 

    都 道 府 県 医 師 会 名 

 

別
記
様
式
第
八
号
（
第
九
条
関
係
）

 

別
記
様
式
第
九
号
（
第
十
条
関
係
）

 

別
記
様
式
第
十
号
（
一
）
（
第
十
条
関
係
）

別記様式第十号(一)(第十条関係) 

    
55mm 

  

    

    

    

 
 

受

胎

調

節

実

地

指

導

員 

   

都

道

府

県

名 
 
 
 
 

105mm 
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別
記
様
式
第
十
号
（
二
）
（
第
十
条
関
係
）

別記様式第十号(二)(第十条関係) 

    
105mm 

  

    

    

 

 

 

受 胎 調 節 実 地 指 導 員 

 

都 道 府 県 名 

55mm 

    

 

別
記
様
式
第
十
一
号
　
削
除

別
記
様
式
第
十
二
号
　
（
一
）
（
第
二
十
七
条
関
係
）

別記様式第十二号(一)(第二十七条関係) 

不 妊 手 術 実 施 報 告 書 

   令和  年  月  日 医師氏名           

           知事殿 
病院又は診療所名       

               

  
病院又は診療所の所在地    

               

  令和  年  月分不妊手術実施報告書を下記の通り提出する。 

記 

不妊手術実施報告票      枚 

別
記
様
式
第
十
二
号
　
（
二
）
（
第
二
十
七
条
関
係
）

別記様式第十二号(二)(第二十七条関係) 

不 妊 手 術 実 施 報 告 票 

(令和  年  月  分) 

作成年月日 令和  年  月  日 

(1) 手術を受けた者の氏名   (2) 手術を受けた者の性別 男 女 

(3) 手術を受けた者の居住地 

都

道

府

県 

郡

市 

区

町

村 

(4) 手術を受けた者の年齢 満 年 

支庁 

(5) 該 当 条 文 
1 3条1項1号 

2 3条1項2号 
(6) 手 術 を 受 け た 理 由   

(7) 手 術 を 施 し た 月 日 月    日 (8) 手 術 の 術 式   

備 考 
  

日本産業規格A列5番 

 記載上の注意 

  1 「手術を受けた者の性別」欄は、該当する文字を〇でかこむこと。 

  2 「手術を受けた者の居住地」欄には、都道府県名等を記入し、該当する文字を〇でかこむこと。 

  3 「該当条文」欄は、該当する数字を〇で囲むこと。 

  4 「手術を受けた理由」欄には、手術を受ける理由となつた事実、たとえば配偶者が子疳のため生命に危険、本人が心疾患等を記入する

こと。 

  5 「手術の術式」欄には、実施した術式を、母体保護法施行規則第1条による術式名で記入すること。 

別
記
様
式
第
十
三
号
　
（
一
）
（
第
二
十
七
条
関
係
）

別記様式第十三号(一)(第二十七条関係) 

人工妊娠中絶実施報告書 

   令和  年  月  日 指定医師名          

           知事殿 
病院又は診療所名       

               

  
病院又は診療所の所在地    

               

  令和  年  月分人工妊娠中絶実施報告書を下記の通り提出する。 

記 

人工妊娠中絶実施報告票      枚 
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別
記
様
式
第
十
三
号
　
（
二
）
（
第
二
十
七
条
関
係
）

 

別
表
（
第
十
七
条
関
係
）

科
目

時

間

数

備
考

総
論

九

受
胎
調
節
の
意
義
と
目
的
、
母
体
保
護
と

受
胎
調
節
、
関
連
概
念
の
整
理
、
母
体
保

護
法
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
の
解
説
並
び
に
人
工
妊
娠
中
絶

の
現
状
と
母
体
に
及
ぼ
す
影
響
を
含
む
。

受

胎

調

節

の

基

礎

五

　

受

胎

調

節

の

指

導

一
三

　

実
習

一
〇

実
習
は
模
型
又
は
人
体
で
行
う
も
の
と

し
、
実
習
に
必
要
な
模
型
は
三
人
に
一

個
、
モ
デ
ル
は
三
人
に
一
人
を
基
準
と
す

る
。

討
論

二

　

考
査

一

　

計

四
〇
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